
 

 

 

 

子育て世代包括支援センターの移転について 

 

１ 概要 

これまで保健センター母子保健係と子ども家庭支援センターとの連携により子育

て世代包括支援センターの役割を担っておりましたが、使用者の利便性の向上を図る

とともに、子育て世代をより円滑に支援できるよう、次年度より子育て世代包括支援

センターの機能を一施設に移転、集約することとなりました。 

 

２ 移転場所 

府中市宮町１丁目４１番地の１フォーリス３階 

 

３ 移転時期 

令和４年７月 

 

４ 事業内容 

 (1) 母子健康手帳の交付及び各種母子保健サービス申請受付 

 (2) 妊産婦、乳児及び幼児に対する保健指導並びに健康診査 

 (3) 妊娠、出産及び子育てに関する相談支援 

 (4) 要支援児童、要保護児童及び特定妊婦等への支援 

 (5) 児童虐待防止及び養育家庭制度の普及啓発 

 

５ その他 

 子ども家庭支援センターたっちで実施しております、相談業務、交流ひろば事業、

リフレッシュ保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等はこれまでどおり同

施設内で実施します。 

資料３ 



子育て世代包括支援センター
子ども家庭部子ども家庭支援課（母子保健係・子ども家庭支援センター）

１施設で１つの包括支援センターとして機能

妊娠期 乳児期 幼児期

包括支援台帳
支援プラン会議母子保健係

○利用者支援事業
（母子保健型）
○母子保健事業

子ども家庭支援センター

○利用者支援事業
（基本型）
○総合相談事業

妊娠届・全件面接
↓
妊婦健診等
↓
新生児訪問等
↓
３～４か月児健診
↓
６～７か月児健診
９～10か月児健診
↓
１歳６か月児健診
はじめての歯科検診
↓
幼児歯科検診
↓
３歳児健診
↓
幼児歯科検診

総合相談

育児支援訪問

要保護児童対策地
域協議会

利用者支援事業連
携会議

交流ひろば
リフレッシュ保育
ファミサポ
情報コーナー

○利用者支援事業
（基本型）
○総合相談事業

子ども家庭支援センタ
ーたっち
くるる3階 2


